
（別表） 都道府県が公表すべき事項 

  

基金の名称 地域医療介護総合確保基金（令和７年度分） 

基金設置法人名 埼玉県 

基金の額 基金造成額 3,978,123,365 円 

基 金 残 高 6,522,528,597 円 

国費相当額 基金造成額のうち国費相当額  2,652,081,000 円 

基金残高のうち国費相当額  4,348,351,000 円 

基金事業の概要 本県においては、今後 2025 年に向けて急速に高齢化が進行し、医療ニーズ

が急激に増加することが見込まれることから、地域の実情に合った医療提供

体制を構築していくことが課題であり、本計画の実施により、病床の機能分

化・連携、在宅医療の充実、医療従事者の確保・育成に重点的に取り組む。 

また、令和６年の本県の高齢者（65 歳以上）人口は約 202 万人（高齢化率

27.5%）だが、いわゆる団塊の世代が後期高齢者となる令和７年（2025 年）に

は、約 204 万人（高齢化率 27.8%）に、さらに、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎

える令和 22 年（2040 年）には、約 232 万人（高齢化率 33.3%）になると見込ま

れている。 

 特に、介護ニーズの高い 85 歳以上の高齢者人口は令和２年（2020 年）の

約 27 万人から、令和 22 年（2040 年）には約 57 万人となり、全国一のスピ

ードで増加することが見込まれている。 

 こうした中で、介護施設等の整備について、在宅での生活が困難になった

方が安心して介護サービスを受けられるよう、中長期的な観点から特別養護

老人ホーム（介護老人福祉施設）などの施設整備を引き続き進めるととも

に、施設における災害及び感染症対策を強化し、安心・安全な環境を整備す

る必要がある。また、安定的な介護人材の確保・定着に向けた取組が課題と

なることから、基金活用により必要な事業を実施する。 

基金事業を終了

する時期 

「地域医療介護総合確保基金は、地域における医療及び介護の総合的な確

保のための事業を実施するため、この基金を造成していることから、終了す

る時期を設定していない。」 



基金事業の目標 

 

 

 

  

１ 医療分 

・在医総管届出数 766 か所（H28）→974 か所（R7） 

・在宅歯科医療実施登録機関数 785 か所（H30）→1,060 か所（R8） 

・ＮＩＣＵ長期入院患者数 6 人（R5）→0 人（R7）＊ 

*医療の必要性から入院が不可欠な児を除く。 

・新人看護職員の離職率の低下 8.9%（R5） → 8.9%未満（R7） 

・常勤看護職員の離職率の低下 12.4%（R5） → 13.3%未満（R7） 

・県内特定行為研修修了者数 261 人(R4) → 442 人(R6) 

・第二次救急医療機関における小児軽症患者の受診割合の低下 

 80.6％(R5）→ 80.6％以下（R7） 

・小児救急患者のうち医療機関への受入照会回数が４回以上となる割合 

 3.4％(H27) → 3.4％以下(R7) 

 

２ 介護分 

○介護施設等の整備に関する目標 

 第９期埼玉県高齢者支援計画に掲げる施設整備目標（令和７年度） 

  特別養護老人ホーム  336 人分 

 

○介護従事者の確保に関する目標 

 令和８年度に本県で必要となる介護人材の需給状況を踏まえ、介護人材

等の確保・定着・イメージアップに向けた取組を実施する。 

 ・介護資格のない者、高齢者、生活スタイルに合わせて働きたい者、外国

人などの就労支援や離職中の有資格者の復職を支援するなど、引き続き、

介護人材の確保促進を図る。 

 ・介護人材の職場定着を図るため、介護現場における業務の切分けと役割

分担の明確化など業務の効率化による介護職員の負担軽減などにより働き

やすい環境を整備する。 

 ・介護の仕事の魅力をＰＲすることにより、介護の職場への関心を高めるな

ど介護のイメージアップに取り組み、介護人材の確保・定着・イメージアップを

一体的に実施する。 

 ・多様な介護ニーズに的確に対応するため、それぞれのニーズに応じたき

め細かな研修などを実施し、介護人材の専門性の向上を図る。 

基金事業の採択

に当たっての申

請方法、申請期

限、審査基準、審

査体制 

募集完了 

 


